
地域産業都市委員会 

令和４年３月２２日 

 

 

墨田区立公園条例の一部を改正する条例（案）概要

 

１ 公園の土地等の使用料等の上限額の改定及び公園施設の廃止 

  固定資産税に係る固定資産の評価替え（令和３年度）等に伴い、公園の土地及び

付属設備の使用料並びに公園の占用料の上限額を次のように改定するほか、公園

施設を廃止する。 

 ⑴ 土地及び公園施設の使用料 

種  別 単  位 
金   額 

現 行 改正案 

土地 ㎡／月 １，６９３円 ２，０３１円 

公園施設 か所／月 １４，０００円 〔削除〕 

  

⑵ 付属設備の使用料 

種  別 単  位 
金   額 

現 行 改正案 

付属設備 
１時間 ７０円 ９０円 

１日 １００円 現行どおり 

  

⑶ 公園の占用料 

種  別 単 位 金   額 
現 行 改正案 

電柱、標識 本／月 １，５８３円 １，８５６円 

水道管、下水管、ガス管、電線 ｍ／月 ７０３円 ８２５円 

鉄塔 ㎡／月 １，１７３円 １，３７５円 

変圧塔、マンホール類 か所／月 １，１７３円 １，３７５円 

郵便差出箱、信書便差出箱 か所／月 ４６９円 ５５０円 

公衆電話所 か所／月 １，１７３円 １，３７５円 

地下の占用物件 
地上露出部分 

㎡／月 
８６５円 １，０３８円 

地下部分 ３５１円 ４１２円 

高架の占用物件 ㎡／月 ５８６円 ６８７円 

天体、気象又は土地の観測施設 ㎡／月 ９８７円 １，１８４円 

写真撮影のための常時占用 台／月 ９，３６０円 １０，８００円 

写真撮影のための臨時的な占用 １回 
(１時間以内) １４，６２５円 １６，８７５円 

その他の占用 ㎡／日 ３９円 ４５円 
 



 

 

２ 事業又は営業活動を伴う占用に係る占用料の設定 

  墨田区立隅田公園における占用行為の公平性確保と日常の賑わい創出の両立を図

るため、事業又は営業活動を伴う占用に係る占用料を定める。 

種  別 単  位 金   額 
    

墨田区立隅田公園（区長が
別に指定する区域内に限
る。）における事業又は営
業活動を伴う占用 

㎡ 

午前６時から午前１
０時まで 

２３円 

午前１０時から午後
４時まで 

３４円 
  
午後４時から午後１
０時まで 

３４円 
    

 

３ その他 

  所要の改正を行う。 

 

４ 施行期日 

  本年４月１日（一部の改正規定については、公布の日） 


